
令和５年度業務改善助成金のご案内（通常コース）

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象事業者・申請の単位

• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
（ 新潟県の場合、時間額８９０円～９２０円）

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

改正された地域別最賃の発効日以後に賃金引上げする場合は、発効日以後の地域
別最賃額又は事業場内最低賃金のいずれか高い金額から３０円以上引き上げる必要
があります。

（例）改正前の地域別最低賃金 ８９０円
事業場内最低賃金 ８９０円
改正された地域別最低賃金が１０月１日発効の場合

令和５年９月２９日までに労働局に
交付申請書・事業実施計画書を提出

提出後、令和５年９月３０日
までに８９０円から各コースの
金額以上賃金引上げ

9/30 10/1（例）
（改正された新潟県
最低賃金発効日）

賃金引上げ日を所定休日等に定める、

賃金引上げ対象労働者が賃金引上げ日に欠勤する等により所定賃金支払日に賃
金支払い実績が確認できない場合は対象外となります。

賃金引上げ、設備投資等を行う前に申請してください。

交付決定後、事業実施
計画書に沿って令和６
年２月２８日までに設
備投資等、代金の支払
を行います。

改正された地域別最低賃金の発効日前に申請を行い、発効日前に事業場内最低賃
金から３０円以上引上げ、支払い実績が確認できる場合は助成対象となります。

申請と賃金引上げのタイミングにご注意ください

※申請期限：令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

別々に
申請



業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせ

ください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

新潟働き方改革推進支援センター（℡０１２０ー００９－２２９）は
事業場に訪問してのご相談にも応じます

交付申請書等の提出先は新潟労働局 雇用環境・均等室（℡０２５－２８８－３５２８）です

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

対象となる設備投資など
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対
象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

助成上限額 助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0 万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

870円未満 9/10

870円以上
920円未満

４/５(9/10)

920円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

特例事業者

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が920
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す
指標の直近３か月間の月平均値が前年、
前々年または３年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン
トで表された２つの数値の差を表す単位です。


